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32．草内木津川運動公園 

（京田辺市） 

記入者：京田辺市 建設部 公園緑地課 
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ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

１．施設の概要    (占用者作成) 

位置図 

※平面図は５．を参照

現況写真 

令和 7 年 8 月 20 日撮影 

（写真撮影者：京田辺市公園緑地課） 

現在の 

利用形態 
・軟式野球場 1 面

都 市 計 画

の有無 
無し 

占用面積 23,860.40 ㎡ 付帯施設等 

・移動式便所 1 基 

・バックネット 1 基

・シェルター 2 基 

・器具庫 1 基 

・ベンチ 等

許可の経緯 
＜当初許可＞ S53.06.26 

＜許可期限＞ R9.03.31 

利用者数 

令和２年度 １４，０７９人 

令和３年度 １７，０５６人 

令和４年度 ２８，８１０人 

令和５年度 ３８，８５４人 

令和６年度 ２７，０８５人 

堤内地･ 

堤外地 
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 

土地利用の

状況 

・占用地の下流側には国道307号（山城大橋）が整備されている。

・占用地の下流約3kmには、田辺木津川運動公園、木津川つつみ緑地などが位置している。

・堤内地は工業地域となっており、市立中部住民センターや約500世帯が暮らすマンション他

10mを超す中高層マンション、工場や配送センター等が立地している。

・左岸側堤防には府道京都八幡木津自転車道（サイクリングロード）、右岸側堤防には国道

24 号等の幹線道路が整備されている。

関連諸計画

における 

占用地の 

位置付け 

・昭和 54 年 6 月 1 日 告示 37 号で京田辺市都市公園として告示、供用。

・京田辺市都市計画マスタープラン（令和 4 年 4 月改訂版）では、「自然環境を活かした環境

学習やスポーツ・レクリエーションをめざす。」と位置づけている。

・京田辺市緑の基本計画（令和 7 年 3 月改訂版）では、「スポーツ活動のほか、多目的運動広

場を緑化に配慮して整備することで、自然学習等にも使用できる。」と位置づけている。

その他 

特記事項 

・本公園は、本市の人口の著しい増加による運動施設の不足の解消と、住民の健全なる精神を

育成することを目的とし昭和 53 年 6 月 26 日付けで占用許可を受け、以後も占用の継続を

行い現在に至っている。

・近年における占用地の冠水実績は、平成 21 年 10 月（台風 18 号）、平成 23 年 9 月（台風 12

号）、平成 24 年 9 月（台風 17 号）、平成 25 年 9 月（台風 18 号）、平成 26 年 8 月（台風 11

号）、平成 29 年 10 月（台風 21 号）、令和元年 10 月（台風 19 号）により被災し冠水した。
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ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

２．施設の現状    (占用者作成) 

占用の 

必要性 

【現況占用の必要性】 

・京田辺市内の 3 公園に野球場 5 面（内ソフトボール場 2 面）がある。

・野球チーム 11 団体（スポーツ少年団含む）、ソフトボールチーム 5 団体等が、（特非）京田

辺市スポーツ協会に在籍している。

・既に整備されている堤内地のグラウンド施設のみでは需要を満足することは不可能であり、

引き続き現状施設の維持並びに整備が必要と考えられる。

・整備面積の現状：3.04ha（公園の整備目標：10 ㎡/人、現状：6.3 ㎡/人 R7.4.1 現在）

・多目的広場や自由広場として緑化に配慮した整備を行うことで、自然学習などにも使用で

き、サッカーなどの運動利用の声にも応える場ができる。

・今後本市の財政状況を勘案しながら、多目的広場、野草広場等木津川の保全と環境を図り、

市民と自然の触れあいの場として引き続き整備について検討を進める必要がある。

管理状況 

・京田辺市市民部が（特非）京田辺市スポーツ協会に指定管理者として委託し、貸出業務や日

常管理を行っている。

・京田辺市都市公園条例、同施行規則、同社会体育施設管理規則を定め、適正な管理を実施し

ている。

【管理内容について】 

・公園利用者に対しては、公園の損傷、汚損、竹木の伐採、植物の採取、土地の形質変更、鳥

獣類の捕獲、殺傷等の行為を禁止し、罰則規定を定め適正な利用に努めている。

・京田辺市社会体育施設管理規則により、使用後は整備および清掃･原状回復、ゴミなどの各

自持ち帰り等の遵守事項を定め、チェックリストへの記入と提出を義務付けている。

・毎日巡視を行い、早期に異常を発見し、適切な管理に努めている。

・施設の維持管理については、年 2 回の除草（芝刈り）、週 1 回～2 回の清掃･月 1 回の施設点

検を実施。また、利用団体には、使用完了後清掃を依頼している。

・天気予報や水資源開発機構高山ダムの放流情報を基に、洪水が予想される場合は、移動式便

所等の付帯施設を堤内地等に移動させる。また、河川増水時の事故を未然に防止するため、

既設置看板により注意を促すとともに、園内においての看板設置も検討している。

・出水期の前に、河川の増水を想定した撤去訓練を年 1 回実施している。

【駐車場の管理について】

・公園駐車場の利用者については、同条例等で指定された場所以外への車両乗り入れ、また、

駐車を禁止し、罰則規定を定めた適正な利用をするよう指導に努めている。

・河川増水時に、車両等が公園区域内に存置されることのないように、適切な管理に努めてい

る。

・公園施設の出入口部分は施錠し管理体制を強化すると共に、施設利用の際には利用者から責

任者を定め、公園施設の適正な利用及び公園使用完了時に報告書の提出を求め、異常が確認

されれば速やかに対応を行っている。 

利用状況 

・野球場として、市内のスポーツ少年団野球チームを中心に練習・南山城地域の大会等に広く

利用されている。

少年野球に関する大会 年間約 30 日使用 

一般野球に関する大会 年間約 15 日使用 

・例年開催されていた全国規模である京都木津川マラソン大会については、令和 5 年 2 月に

開催された第 40 回大会が最終となった。
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ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

前回審議の

意見 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・残すべき絶滅危惧種と駆除すべき特定外来

生物が並んでいるのは良くない。セイバン

モロコシも木津川での拡大が問題となって

いる。

・環境学習会として、施設利用者による外来

植物（セイタカアワダチソウ、セイバンモ

ロコシ）の駆除体験を検討している。

前回審議 

意見の対応 

・資料やチェックリストの表現が適切ではないため、前回の審議や取り組みを踏まえた修正を

行い、来年度に再度審議をしていただきたい。 

環境保全 

に向けて 

申請者の 

取り組み 

・自然環境保全団体である、やましろ里山の会に呼びかけて、市民文化祭等において、木津川

の自然や保全の大切さ等写真パネルなどを使って展示･広報願っている。

・近年、（特非）京田辺市スポーツ協会の協力を得て、スポーツ少年団等に呼びかけ、田辺･草

内両公園の河川の美化活動を年 2 回実施している。

・大会等における駐車場の利用については、交通整理員を立てる等して、車の乗り合わせを徹

底するよう努力願っている。

・施設利用者に、河川レンジャー等河川情報誌の提供をしている。

その他 
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ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

３．施設の自然環境的状況  (河川管理者作成) 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占用地の前面水域は澪筋の外湾部に位置し、河岸まで水域が迫っている。

・前面はカゴ系の護岸の上部にヤナギなどの植生が回復している。

・高水敷には茶畑が広く営まれており、そのほかには竹林が広く見られる。

・対岸の砂州は裸地、水際のツルヨシ群落、ヤナギ群落などが見られるが、外来種

であるセイタカアワダチソウ群落が支配的である。砂州の規模も大きく、人が入

り込まない自然な環境が維持されている。一部にオギ群落もみられる。

・オオヨシキリなどヨシ類の群落に依存する種がみられる。

・背後地は国道 307 号沿いと堤防沿いに工場や事業所があるほかは、農地が支配的

な環境である。 

自然環境上重要な場所 

・占用地周辺の高水敷は茶畑として利用されるなど比較的人為的影響の大きい環

境となっている。占用地側の水際は河岸斜面に植生があるが面積も小さい。一方、

対岸の砂州は面積も大きく多様な環境が維持されているため、周辺では重要な生

物生息地となっていると考えられる。

・また、注目すべき種も確認されている。

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水際までの距離：約 30m

・低水護岸はカゴ系の護岸に覆土されており、水際周辺まで植生が回復し、ヤナギ

など低木も見られる。

・河岸は水衝部であり、水深が深くなっている。

水面との 

高低差 

・約 5～6m

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・占用地のある左岸は利用があり、河川や対岸の砂州部に対する影響が懸念される

ため、生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大きな音が出

るなど）は避ける必要がある。 

・特にオオヨシキリ、セッカなどの繁殖期である春～夏にかけては立入らないよう

な配慮（啓発看板の設置など）が必要である。 

・占用地の上流部には、自然の攪乱の影響による自然度の高い環境が存在する可能

性がある。 

・水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることからの安全性確保と、河川内を

利用する生物への影響を緩和するため、水際にはバッファーゾーンとなる植生帯

を設置することが望まれる。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残しを

図る。 

・利用範囲認知のために、占用範囲を看板、標識等により占用範囲を明示する。

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用区域内での利

用の遵守や環境保全への意識向上を図る。

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと連携

した環境教育のあり方を検討する。 

5



ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

４．占用許可期間の更新についての意見    (委員会作成) 

6



ランク：A

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真    (占用者作成) 

(平面図) 

(断面図：13.6ｋ) 

⑤

① ②

④

⑦ ③ 

⑥

⑧

：市有地

⑨

施設 

①令和 7 年 8 月 20 日撮影 ②令和７年 8 月 20 日撮影
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ランク：A 

 

番号 32.草内木津川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京田辺市 場所 
左岸 13.4k+90m～

13.8k+100m 
 

 (占用者作成) 

 
 

③令和 7 年 8 月 20 日撮影 ④令和 7 年 8 月 20 日撮影 

⑤令和 7 年 8 月 20 日撮影 ⑥令和 7 年 8 月 20 日撮影 

⑦令和 7 年 8 月 20 日撮影 ⑧令和 7 年 8 月 20 日撮影 

⑨令和 7 年 8 月 20 日撮影 
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【チェックリスト】 
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等

と
連

携
し

て
い

る
か

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

残
す

べ
き

絶
滅

危
惧

種
と

駆
除

す
べ

き
特

定
外

来
生

物
が

並
ん

で
い

る
の

は
良

く
な

い
。

セ
イ

バ
ン

モ
ロ

コ
シ

も
木

津
川

で
の

拡
大

が
問

題
と

な
っ

て
い

る
。

環
境

学
習

会
と

し
て

、
施

設
利

用
者

に
よ

る
外

来
植

物
（
セ

イ
タ

カ
ア

ワ
ダ

チ
ソ

ウ
、

セ
イ

バ
ン

モ
ロ

コ
シ

）
の

駆
除

体
験

を
検

討
し

て
い

る
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
京

田
辺

市
　

建
設

部
　

公
園

緑
地

課
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
3
2
草

内
木

津
川

運
動

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.32 草内⽊津川運動公園(京⽥辺市)」

■過年度審議結果のレビュー

52

平成20年 委員会

平成20年(2回⽬) 利用方針は今後のあるべき姿に合致するため更新を可とする（ランクA、期間３年）。
周辺の希少動植物を含む貴重な自然環境を活かし、市民団体、自治体が協働で、自然

に親しみ保全していくことができるモデル地区となるよう努力すること。
⇒希少動植物を含む重要な自然環境をアピールする看板設置について検討する。

平成22年 委員会 占用地への利用の集中度合いを低減する方向で努力されたい。
⇒利用の集中については、野球場施設のある市内３公園で分散するよう指導していく。

平成25年 委員会 過年度委員会での指摘に対する対応の説明が十分でない。
スポーツ利用者に対しても、周辺自然環境に目を向けさせるような対応が必要。

平成26年 委員会 チェックリストの対応方針で示されている内容の、具体実施に向けて努力されたい。
利用団体との交流などの場で、環境学習などの啓発活動を進められたい。

整備構想に新しいゾーニングの概念を入れるなど、具体の計画を示してもらいたい。
水辺からの距離や冠水頻度、現存する自然環境をもとに、水辺から全体を考えてほしい。
京都府全域、南部地域全体の中での当該占用地の利用状況、今後、永続的に少年野

球大会のホームグラウンドとして位置づけられるのか、などのビジョンを示されたい。
訪れた人に対し、川の自然に触れ合おうとする興味のきっかけを与えられると良い。

平成28年 委員会 利用者に提示する用紙に環境情報や生物紹介を掲載しているのは評価できる。
今後も看板設置や、河川レンジャーとの連携など、啓発活動に努められたい。
少子高齢化、人口減少などの社会情勢を踏まえた施設運営について検討されたい

【木津川下流】

「No.32 草内⽊津川運動公園(京⽥辺市)」

■過年度審議結果のレビュー

53

令和元年 委員会 過年度の指摘に対し、きちんと対応がなされており、評価できる

野球場の脇の占用地は「多目的広場」などと位置付けて、イベント時利用や防災訓練等
に活用されたい。

既に利用申請時にボードを使って啓発されているのは評価できる。委員会資料にも具体
のものを提示されたい。

スポーツ団体を集めて行う説明会などの際に、河川保全利用指針を利用して河川の環
境情報について紹介されたい。

【木津川下流】

令和4年 委員会 以前に比べると「ずいぶん進んでいる」と感じた。

残すべき絶滅危惧種と駆除すべき特定外来生物が並んでいるのは良くない。セイバンモ
ロコシも木津川での拡大が問題となっている。

⇒早急に対応したい。
委員会の指摘に対し、良い方向に対応してもらっている。
多目的広場の活用も努力されている。
スポーツだけでなく、環境に配慮した活用もなされていて、先駆的といえる。

13



42．キャンプ場 

（笠置町） 

記入者：笠置町希望のまち推進課
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ランク：A

番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

１．施設の概要    (占用者作成) 

位置図 現況写真

【上流側からキャンプ場を望む（R7.8.22 撮影】 

【下流側からキャンプ場を望む（R7.8.22 撮影】 

現在の

利用形態
・キャンプ場（木津川リバ－パ－ク）

都 市 計 画

の有無
無し

占用面積 60,800.00 ㎡ 付帯施設等
占用区域内に附帯施設はない。 

（区域外に炊事場・トイレ等有り） 

許可の経緯
＜当初許可＞ H12.7.24 

＜許可期限＞ R8.5.31 

利用者数

令和２年   81,116人 
令和３年   60,791 人 
令和４年  117,012人 
令和５年   92,127人 
令和６年   84,612人 
※緊急事態宣言発令時にキャンプ場を閉鎖 
（閉鎖期間）令和２年：104日 

  令和３年：180日 
キャンプ場利用時に利用者をカウント
し取り纏めている。

堤内地･

堤外地
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地

周辺の

土地利用の

状況

・占用地付近の場外地は、上下流とも自然の形態である。

関連諸計画

における

占用地の

位置付け

・平成22年６月１日（当初許可、平成12年７月24日）に笠置キャンプ場は、占用面積60,800

㎡を占用の許可を受けている。

・木津川リバーパーク構想に基づくキャンプ場として、木津川河川敷を位置付けており、第4

次笠置町総合計画では、観光振興施策としてキャンプ場のオープン化に取り組むことによ

り、いっそうの賑わいの創出と消費拡大による観光振興を図ることとしている。

・笠置町過疎地域持続的発展計画では、河川空間を利活用した観光振興の促進、交流人口・

定住人口の拡大が位置付けられている。

・笠置町地域防災計画では、ヘリコプタ－発着予定地点として位置づけされている。

その他

特記事項

・当該占用地の甚大な冠水実績としては、最近では令和元年10月12日の台風19号でグラウン

ド等の表土が流出したため、キャンプサイトや多目的広場として再整備するまでに長い期

間と多額の復旧費用を要している。

・令和５年度から６年度の期間中においても、木津川増水によりキャンプ場内が一部冠水し

たため、その都度、キャンプ場利用を一時閉鎖し、復旧作業に取組んでいる。

※復旧に要した期間：60日
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ランク：A

番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

２．施設の現状    (占用者作成) 

占用の

必要性

・笠置町の最も大きな集客場所は木津川河川敷であるが、以前はかなり粗放的な利用が多い

ものとなっていた。また、トイレやセンタ－機能等が乏しいという問題が見られた中、河

川管理者、キャンプ場管理運営者等の協力のもと、設備面の充実が図られ、地域住民や河

川を利用する方がキャンプ・カヌ－・水遊びなど、安全に河川・水辺に親しむことができ

る。

・近年、キャンプ利用者が自ら清掃活動に取組むなど、自然環境を守り、キャンプ場を大切

な憩いの場所として町内の消費拡大、観光振興の促進に繋がっている。

管理状況

・管理主体は笠置町希望のまち推進課である。（除草、ゴミの清掃分別処理等の維持管理）

・洪水時の対応として、「淀川水系木津川笠置キャンプ場洪水対策規定」を定め、洪水体

制の発令基準及び措置等、警戒体制や避難誘導などについて規定している。

・車両進入に対する対応は、洪水時、進入道路にバリケ－ドを置き、車の進入を禁止してい
る。

利用状況

・キャンプ場として利用している。

・今後はキャンプ場利用のみならず、生物観察等の自然環境保護に繋がる取組も、積極的に

行う。

前回審議の

意見

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・木津川の河川環境を考えていく場で、キャ

ンプ利用者の高い意識を活用していけると

よい。

・キャンプ場の鳥獣被害等はどうなっている

か？ゴミの処理を適正にしないと野犬、カ

ラス、アライグマなどの被害が起きる可能

性がある。

・自然環境保護の観点から興味のあるキャン

プ場であり、いろいろ情報を共有したい。

・キャンプ場利用者に対するルールを示す資

料を作成し、委員会にも提示してほしい。

・今後は利用実態を把握していく必要があ

る。

・キャンプ利用時に清掃活動を行う団体が現

れるなど、自然環境保護の意識が高い利用

者が年々、増加している。

・場内、ゴミ収集所を 2 ヶ所を設けており、

清掃員が、場内設置のゴミ箱を定期的に見

回り、ゴミ集積所に運び入れ、場内におい

て動物によるゴミに関するトラブルは皆

無である。

・キャンプ場管理運営者が積極的に SNS 等

の発信をすることで、広く情報発信に努め

る。

・笠置町、木津警察署、相楽中部消防署が共

同で作成した「利用ルール」を場内に掲出

している。

環境保全

に向けて

申請者の

取り組み

・環境を周知する看板を設置。

・キャンプ場利用者や地元住民が協働して清掃活動をおこなっている。

・キャンプ利用と環境保全をセットにしたイベントを、来冬目途に開催予定。

その他

・特になし

16



ランク：A

番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

３．施設の自然環境的状況  (河川管理者作成) 

占用地及び周辺の

自然環境

・占用地内の砂州は一部キャンプ場として利用されている。

・占用地のキャンプ場周辺は芝地となっており、下流側はメリケンカルカヤ等の草

地となっている。

・占用地前面から水際は大規模な砂州となっており、イカルチドリやコハンミョウ

など砂州を好む種が確認されている。上流側には一部ツルヨシが生育する中州上

の砂州が存在する。

・占用地対岸の水際はモウソウチクを主体とした竹林になっている。また、占用地

下流側の河川敷にはネザサが繁茂する。

・占用地前面は早瀬に、占用地対岸の一部に淵がみられる。

・上流部は白砂川が合流している。

・背後地は笠置駅を中心に広がる市街地である。

・白砂川の大手橋に、イワツバメの集団繁殖地があるとの情報がある。

・重要な種として、魚類ではギギ等、底生動物ではカワニナ等、陸上昆虫類ではキ

イロサナエ等、小動物ではカヤネズミ等、鳥類ではカワセミ等、植物ではカワヂ

シャ等が周辺で確認されている。

自然環境上重要な場所

・占有地は、山付区間がつづく渓谷区間の中で、最も大きな礫河原を有している。

占用地及びその周辺の砂州は河原特有の動植物にとっては貴重な場所である。

・水域は淵と瀬が連続する箇所で、前面の大規模な瀬は魚類にとって重要な環境で

ある。 

水際の

状況

水域までの

距離

・水域までの距離：0～50ｍ

・キャンプ場施設等は一段高い位置に位置するが、占用地はほぼ自然の河原そのも

のの状態で、ゆるやかに水際まで移行している。 

水面との

高低差

・1ｍ

・冠水実績：近年では、令和元年（10 月）平成２５年（９月）および平成２６年

（８月）に発生した台風の影響により冠水している。

環境面から見た

望ましい利用方針

・大規模な河原環境が重要と考えられることから、一定の立ち入り制限などを検討

する必要がある。特にイカルチドリの繁殖期（3 月～7 月）には砂州に一定の範

囲の立ち入り制限を設けることが望ましい。

・前面の木津川はアユ等魚類の重要な生息場所であり、水質の悪化を招くような行

為を行わないよう周知することが望ましい。

・前面の木津川の瀬は急流で深く危険であることから、親水利用は白砂川の合流付

近に限るなどの制限が必要である。

・法面に貴重な植物等が生育している可能性があるため、除草等については別途出

張所等と調整を行う。

・占用施設認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周辺で

の利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと連携

した環境教育のあり方を検討する。

17



ランク：A

番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

４．占用許可期間の更新についての意見    (委員会作成) 
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ランク：A

番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真    (占用者作成) 

(平面図) 

(断面図：37.0ｋ) 

 

施設 

平成26 年1 月測量 

幅    約０ｍ

高低差 約１ｍ

幅 約０ｍ

キャンプ場

5 

①施設全景(R7.8.22_撮影) ②施設下流側(R7.8.22_撮影)
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ランク：A 

 
番号 42 キャンプ場 占用目的 キャンプ場 許可受者 笠置町 場所 左岸 37.2k 付近 

 

 (占用者作成) 

 

 

  

  

 

③進入路(R7.8.22_撮影) ④浸水ゾーン水際も状況(R7.8.22_撮影) 

⑤水際の状況（下流側）(R7.8.22_撮影) ⑥水際の状況（上流側）(R7.8.22_撮影) 

⑦公園ゾーンとキャンプゾーンの境界(R7.8.22_撮影) 
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【チェックリスト】 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
（
希

望
の

ま
ち

推
進

課
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
4
2
キ

ャ
ン

プ
場

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

笠
置

町
総

合
計

画
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い
添

付
１

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

笠
置

町
地

域
防

災
計

画
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い
添

付
２

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

計
画

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

計
画

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

連
携

部
局

な
し

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か

合
致

し
て

い
る

（
人

々
の

自
然

に
対

す
る

関
心

が
高

ま
っ

て
い

る
た

め
、

自
然

を
活

か
し

レ
ク

レ
ー

シ
ョ

ン
を

目
的

に
占

用
し

て
い

る
）

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

添
付

３

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
全

て
の

人
々

が
公

平
に

利
用

可
能

と
な

っ
て

い
る

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

合
致

し
て

い
る

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

木
津

川
の

河
川

環
境

を
考

え
て

い
く

場
で

、
キ

ャ
ン

プ
利

用
者

の
高

い
意

識
を

活
用

し
て

い
け

る
と

よ
い

。

キ
ャ

ン
プ

利
用

者
の

環
境

意
識

を
活

か
し

、
住

民
参

加
を

募
っ

た
清

掃
活

動
や

啓
発

に
取

組
ん

だ

連
携

し
て

い
る

（
利

用
者

や
地

元
住

民
に

よ
る

清
掃

・
啓

発
活

動
）

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

自
然

環
境

保
護

の
観

点
か

ら
興

味
の

あ
る

キ
ャ

ン
プ

場
で

あ
り

、
い

ろ
い

ろ
情

報
を

共
有

し
た

い
。

笠
置

キ
ャ

ン
プ

場
L
IV

E
C

A
M

E
R

A
及

び
、

管
理

運
営

者
に

よ
る

積
極

的
な

情
報

発
信

に
取

組
ん

で
い

る

S
N

S
等

で
情

報
発

信
す

る
事

に
よ

り
、

訴
求

力
が

高
く
な

っ
た

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

把
握

し
て

い
る

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

添
付

４
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
希

望
の

ま
ち

推
進

課
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
4
2
キ

ャ
ン

プ
場

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

自
然

の
形

態
で

あ
る

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

添
付

５

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

キ
ャ

ン
プ

場
の

鳥
獣

被
害

等
は

ど
う

な
っ

て
い

る
か

？
ゴ

ミ
の

処
理

を
適

正
に

し
な

い
と

野
犬

、
カ

ラ
ス

、
ア

ラ
イ

グ
マ

な
ど

の
被

害
が

起
き

る
可

能
性

が
あ

る
。

ゴ
ミ

の
分

別
収

集
を

徹
底

し
、

ス
タ

ッ
フ

に
よ

る
定

期
的

な
見

回
り

・
収

集
に

取
組

ん
で

い
る

。

ご
み

収
集

は
徹

底
さ

れ
て

お
り

、
鳥

獣
害

被
害

は
発

生
し

て
お

ら
ず

、
良

好
な

景
観

を
保

っ
て

い
る

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

添
付

６

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

看
板

を
設

置
し

、
環

境
へ

の
配

慮
を

啓
発

し
て

い
る

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い
添

付
７

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

環
境

学
習

を
と

お
し

て
、

利
用

者
や

地
元

住
民

、
任

意
団

体
が

清
掃

や
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い
添

付
８

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

し
て

い
な

い
○

：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

添
付

９

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

河
川

区
域

外
に

炊
事

場
、

ト
イ

レ
等

の
工

作
物

を
設

置
し

て
い

る

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

添
付

1
0

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

支
障

に
な

っ
て

い
な

い
○

：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合
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【参考資料】 
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【参考資料 0１】チェックリスト写真 

１ 
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【チェツクリスト No.1】 【添付１】 

（自治体等が策定する計画に当該施設の位置づけはあるか） 

【第４次笠置町総合計画より抜粋】 

施策１５ 観光の振興 

現況と課題 

アウトドアレクリエーションの多様化によって木津川河川敷等の利用も増加しています。こうした状況

に応えて、多様なニーズに対応できる観光の展開や広域的な周遊観光の促進を図っていく必要があります。 

取り組みの方針 

 木津川河川敷については、いっそうの賑わいの創出と消費拡大を図るため、関係機関や地域の方と連携

を図りながら「河川のオープン化」に取り組みます。 

２ 
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【チェツクリスト No.2】 【添付２】 

（避難場所等の防災上の位置づけはあるか） 

第 1 発着予定地 

ヘリポート発着予定地は、次のとおりとする。

表 ヘリポート発着予定地 

名 称 所 在 地 面積 電話番号 

笠置小学校グラウンド 笠置上津 30 番地 2,360m2 95-2046

木津川笠置大橋下流河原 笠置 7,000m2 － 

笠置町運動公園 笠置町有市岩谷 17番地 9,480m2 95-2301

2 ヘリコプターの同時発着のための必要最低限の地籍（昼間） 

ａ ｂ ｃ ｄ 

1 機種 

同時発着数 

小型機 中型各機 大型機 

2 4 機 30m×120m 50m×150m 75m×200m 

3 12 機 150m×150m 150m×300m 

注）災害時の場合は、基準を満たすことのできない場合もあり、またそれぞれの行動（任務）により若干の条件が付加

されるため、細部位置等の決定には、その都度担当者（特にパイロット等）との現地確認及び調整を実施し決定する

必要がある。 

3 ヘリポートでの留意事項 

(1) 関係者以外の立入りを制限する。

(2) 誘導員を配置する。（ヘリコプターがヘリポートを確認し、着陸の態勢に入ったと判断したならば、

遠くに離れ、他の侵入者がないようにする。） 

(3) 散水の実施（風圧により砂塵が立たない。）及び飛散物は固定又は除去する。（積雪時は、完全に

除雪又は圧雪をする。） 

(4) 吹流しを設置する。（離陸後の障害にならないよう留意）

（吹流しの基準：長さ2m以上、径60cm以上で赤白で目立つように） 

(5) ヘリポートの標示をする。（Ｈの印を10～20mの大きさで石灰等で標示）

(6) ヘリコプター近くでの火気厳禁を徹底する。

(7) 物資空輸時は計量計を準備し、一度に空輸できない場合を考慮して、予備の包装材賞等を準備する。

※隊員（誘導員）がいる場合は、その指示に従う。

３ 
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【チェツクリスト No.6】 【添付３】 

（占用目的は「川らしい利用、川でなければならない利用」に合致するか） 

【キャンプ】 

【カヌー】 

４ 
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【チェツクリスト No.11】 【添付４】 

（占用区域及びその付近において、水位変動により冠水・撹乱される区域を把握しているか） 

【令和５年６月の台風２号による木津川増水_笠置キャンプ場 LIVE カメラ画像】  

【平常時】 

５ 
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【チェツクリスト No.12】 【添付５】 

（施設整備は河川の生態系の連続性（縦断方向及び横断方向）の確保などなど自然環境に配慮しているか） 

【チェツクリスト No.13】   【添付６】 

（管理運営は占用区域及びその付近の自然環境の保全・再生に配慮しているか） 

６ 
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【チェツクリスト No.14】 【添付７】 

（施設利用者に占用区域及びその付近の自然環境に関する情報発信、注意喚起は行っているか） 

７ 
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【チェツクリスト No.15】                               【添付８】 

（占用区域及びその付近の自然環境を活かした環境学習・保全活動を行っているか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業内容】 

１．実施日時：令和 5年 8 月 26 日（16:00～18:00） 

  ※「令和 5年度 笠置町青少年育成委員会 野外活動」において実施  

２．場所：笠置キャンプ場 

３．参加人数：・育成委員会関係者（13 人） 

       ・保護者（4 名） 

       ・子ども（6 名） 

４．ロックバランシング講師：池西大輔氏 

              （高野整体院 院長 所在地：京都市左京区） 

５．事業スケジュール 

 16:00～    参加者集合 

 16:00～18:00 ロックバランシング 

 18:00～19:00 野外炊飯 
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【事業内容】 

１．実施日時：令和 6年 8 月 24 日（16:00～19:00） 

※「令和 6年度 笠置町青少年育成委員会 野外活動」において実施

２．場所：笠置いこいの館 町民広場前 

※笠置キャンプ場内で実施予定でしたが、天候不順の為、

いこいの館に変更しました。

３．参加人数：・育成委員会関係者（10 人） 

・児童（6 名）

・木津川漁業協同組合（3名）

4．事業スケジュール 

16:00～    参加者集合 

16:00～18:00 講座：笠置町内の木津川に生息する魚 

 体験：鮎のつかみ取り 

18:00～19:00 バーベキュー 
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【チェツクリスト No.16】                               【添付９】 

（不許可の工作物は設置されていないか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【チェツクリスト No.17】                               【添付 10】 

（占用区域外を使用していないか） 

 

【炊事場】                    【トイレ】 

 

                          

 

８ 

 

34



【チェツクリスト No.18】 【添付 11】 

（占用施設及びその利用者が自然観察や水面利用（カヌ －、釣り等）などを行う河川利用者の水辺へのアクセスの支障になっていないか） 

【チェツクリスト No.19】  【添付 12】 

（地域住民の迷惑になる利用がなされていないか） 

９ 
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【チェツクリスト No.20,21,22】 【添付 13】 

（利用状況をふまえた管理運営・利用のル－ルを定めているか） 

１０ 
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【キャンプ場利用ルールチラシ・掲出物】 
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淀川水系木津川笠置キャンプ場（木津川リバ－パ－ク）管理運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、笠置町が河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条の占用許可 

を受け、キャンプ場（木津川リバ－パ－ク）として一般開放する事業に関して、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 

（開放の場所及び施設） 

第２条 淀川水系木津川笠置キャンプ場（木津川リバ－パ－ク）（以下「キャンプ場」とい

う。）の場所は、次のとおりとする。 

所  在  地  番 面   積 

京都府相楽郡笠置町大字笠置小字佃４３番から 

 

京都府相楽郡笠置町大字笠置小字佃４１番２地先まで 

 

６０,８００.２１㎡ 

 

  ２ キャンプ場施設 

   １．オ－トキャンプゾ－ン ２．テントサイトゾ－ン ３．デイキャンプゾ－ン 

   ４．ファイヤ－スト－ムゾ－ン ５．親水ゾ－ン ６．公園ゾ－ン ７．グランドゾ

－ン ８．ブランドゴルフゾ－ン ９．駐車場ゾ－ン 10．アクセス道路とする。 

 

 

（管理業務） 

第３条 キャンプ場の管理業務は、笠置町が行う。 

 

 

（使用形態） 

第４条 キャンプ場の使用形態は自由使用とする。 

 

 

（使用者の義務等） 

第５条 使用者が施設の使用中に怪我等の事故が生じたときは、使用者自らの責任において

対処しなければならない。 

 

 

 

１２ 

39



（清掃協力金） 

第６条 キャンプ場の清掃協力金は、笠置町が定める。 

（禁止行為） 

第７条 キャンプ場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）施設等を破損し、又は汚損すること。 

（２）張り紙若しくは張り札をし、又は広告若しくはこれに類するものを表示すること。 

（３）政治的又は宗教的活動の意図のある行為をすること。 

（４）他の使用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。 

（５）許可なく、車両又はこれに類するものを止めておくこと。 

（６）露天、屋台、行商、興行その他これらに類する営業行為をすること。 

（７）前各号に掲げるもののほか、公の秩序に反すること。 

 

 

（損害賠償義務等） 

第８条 施設等を破損し、又は汚損した者は、直ちに笠置町に報告した上、原形に復し、又

はその損害を賠償しなければならない。 

 

 

（出水期の対策及び連絡） 

第９条 出水期の対策及び連絡に関する事項については、別途「淀川水系木津川笠置キャン

プ場（木津川リバ－パ－ク）洪水対策規定」に定める。 

 

 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 
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【参考資料 02】利用実態の分かる図 
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１５ 
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【参考資料 03】利用者数の把握方法 

１６ 
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利用者数については、 

キャンプ場等の入場時に受付員が利用者数を把握し、取り纏めている。 
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.42 キャンプ場(笠置町)」

■過年度審議結果のレビュー

84

平成20年 委員会 自然環境保全上の価値が高く、親水空間としても活用できる、高いポテンシャルを持った
場所であり、自然教育や環境学習の場として広く広報し、活用されたい。

⇒地元の小・中学校と連携し、自然教育・環境学習の場として活用し、その状況を地元の笠
置テレビ等により紹介するなどの広報活動も行っている。

⇒自然教育・体験学習をはじめ、夏祭り事業の一環として木津川・白砂川を利用した魚の
つかみ取りなどを実施し、子供たちが川に親しめるよう努めている。

周辺の自然の豊かさを利用者に積極的に伝えるとともに、外来種に関する意識啓発も
行い、場の特性に応じたゾーニングを行うなど、自然環境の保全と活用のモデル地域と
されたい。

親水機能が高いゆえに水害の危険がある。すでに策定されている「洪水対策規定」を遵
守し、今後も安全に対する配慮に努められたい。

⇒笠置キャンプ場洪水対策規定に基づいて、今後も安全対策に十分留意する。

平成25年 委員会

【木津川下流】

昨年の出水により土砂流出が生じ形状が大きく変化した。
⇒台風による増水の影響で洗掘が生じた。現地の自然環境に配慮し、外部からの土砂の

搬入は行わず、自然状態としている。
生態系調査の実施を検討されたい。
⇒河川管理者が調査した結果の提供を受けることとしている。

「No.42 キャンプ場(笠置町)」

■過年度審議結果のレビュー

85

平成26年 委員会 河川水辺の国勢調査の結果から見ても、当該地は府内でも有数の生物多様性の高い
重要な場といえる。対外的に広く広報し、持続的な活用に努められたい。

河川の河原を利用したキャンプ場であるが、トイレなどの付帯施設は河川区域外に設け
られており、河川環境に対する影響は抑えられている。

環境学習にできる場として大いに利用されたい。ただし、過剰利用には注意されたい。

【木津川下流】

令和元年 委員会 水辺のオープン化に際し、キャパシティを十分に検討し、特に水際部の過剰利用を抑制
して持続的な利用が可能となるよう配慮されたい。

当該場所は木津川の中でも非常に貴重な環境が形成されており、河川環境に依存する
固有の生物が生息している。町の資源として紹介していくなど工夫をされたい。

キャンプ場入り口で、料金の徴収と併せて「利用上の注意」や「当該地区の特徴」などを
パンフレットにして配布できるとよい。今後の運営の中で検討されたい。

貴重な動植物に関心を持ってもらえるような、説明プレートなどの設置についても検討さ
れたい。

ランクＡを継続し、占用期間は３年とする。次回、社会実験の結果等について報告された
い。
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「No.42 キャンプ場(笠置町)」

■過年度審議結果のレビュー

86

令和4年 委員会 木津川の河川環境を考えていく場で、キャンプ利用者の高い意識を活用していけるとよ
い。

新しい河川敷利用を考える良い事例といえる。
占用区域の周辺にも大事な環境があり、ポテンシャルの高い場所であるので期待したい。

キャンプ場の鳥獣被害等はどうなっているか？ゴミの処理を適正にしないと野犬、カラス、
アライグマなどの被害が起きる可能性がある。

自然環境保護の観点から興味のあるキャンプ場であり、いろいろ情報を共有したい。
キャンプ場利用者に対するルールを示す資料を作成し、委員会にも提示してほしい。
今後は利用実態を把握していく必要がある。

【木津川下流】
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